
ＥＶ・ＰＨＶ充電インフラ整備促進事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 ＥＶ・ＰＨＶ充電インフラ整備促進事業（以下「本事業」という。）は、2050 年カーボ

ンニュートラルの実現に向けて、空白地域又は道の駅に急速充電器を整備する者に対して、充

電インフラ整備促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、ＥＶ・Ｐ

ＨＶを利用しやすい環境を整備し、その普及を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本事業において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 

（１） ＥＶ 

  電気自動車のことで、 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機と

し、内燃機関を併用しない検査済自動車のことをいう。 

（２） ＰＨＶ 

 プラグインハイブリッド自動車のことで、搭載された電池によって駆動される電動

機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車のこ

とをいう。 

（３） 急速充電設備 

ＥＶ及びＰＨＶ（以下「ＥＶ等」という。）に充電するための設備であって、電源

から充電用の直流電力を作り出す電源装置及びＥＶ等に搭載された電池への充電を制

御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が 10ｋＷ以上のもので、充電コネ

クター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 

（４） 公共用急速充電設備 

     公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所（高速道路ＳＡ・ＰＡ等を除

く。）に設置され、原則、24時間誰でも利用可能な急速充電設備をいう。 

（５） 空白地域 

     原則、道のり15ｋｍ以内に公共用充電設備が設置されていない地域をいう。 

（６） 道の駅 

     国土交通省に登録されている道の駅をいう。 

（７） 国補助金 

一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する「ク

リーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助

金」をいう。 

      

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、定格出力が 50ｋＷ未満の急速充電設備を導入するもの

（国補助金の交付決定を受けたものを除く。）で、その種類、補助交付申請要件、補助対象経

費、補助対象者、補助率及び補助上限額は、別表第１のとおりとし、予算の範囲内で交付す

る。 

なお、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 



（災害時における充電要請への協力） 

第４条 補助金の交付を受けた者（リース契約により設置する場合は使用者）は、災害等による

停電発生時に県内避難所等へ電力供給するための電動車等に対する県からの充電要請に協力す

るよう努めること。なお、リース契約により設置する場合は、リース契約書等にその旨を明記

すること。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５（2023）年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７（2025）年４月１日から施行する。 



別表第１ 

注１（１）次に掲げる全ての要件に適合している必要がある。 
     ア 県税の滞納がないこと。 
     イ 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。 

（２）リース契約により設置する場合は、リース会社を補助対象者とする。 
 

種類 補助交付申請要件 補助対象経費 
補助対象者 

（注１） 

補助率 

 
補助上限額 

１.空白地域へ

の充電設備設

置事業 

 栃木県内の空白地域に次の要件を全て満たす公共用急速充電設備を設置すること。 

なお、入替設置にあっては、既存の公共用急速充電設備が、設置してから５年以上経過し

ており、それが撤去されれば空白地域の要件を満たすものとなること。また、新規に設置す

る充電設備と入れ替えに当該既設充電設備を撤去すること。 

 

① 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としないこ

と。ただし、駐車料金など県が認める料金の徴収は可とする。 

② 充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。 

③ 充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況、空き状況などを利

用者が誰でもインターネット上で確認できること。ただし、インターネット上に掲載予

定であることを申告し、実績報告において掲載先等を報告することも可とする。 

急速充電設備

（国補助金の

補助対象充電

設備（型式）

に限る）の購

入費及び設置

工事費等 

法人又は個人 充電設備の定

格出力に対し

10 万円/ｋＷ 

500 万円 

市町 充電設備の定

格出力に対し

8.8 万円/ｋ

Ｗ 

２.道の駅へ

の充電設備

設置事業 

 栃木県内の道の駅に公共用急速充電設備を設置すること。 

 なお、新設の道の駅で国土交通省に登録されていない場合は、登録に向けての申請が完了

しているか、完了する見込みであること。また、入替設置については、既設充電設備を設置

してから５年以上が経過していること。 

 

① 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としないこ

と。ただし、駐車料金など県が認める料金の徴収は可とする。 

② 充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。 

③ 充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況、空き状況などを利

用者が誰でもインターネット上で確認できること。ただし、インターネット上に掲載予

定であることを申告し、実績報告において掲載先等を報告することも可とする。 

急速充電設備

（国補助金の

補助対象充電

設備（型式）

に限る）の購

入費及び設置

工事費等 

法人又は個人 充電器の定格

出力に対し、

10 万円/ｋＷ 

500 万円 

市町 充電器の定格

出力に対し、

8.8 万円/ｋ

Ｗ 


